
（１月）

第１段階 300円 880円 2,122円 64,132円

第２段階 390円 880円 2,212円 66,922円

第３段階① 650円 1,370円 2,962円 90,172円

第３段階② 1,360円 1,370円 3,672円 112,182円

第４段階 1,645円 2,066円 4,653円 142,593円

第１段階 300円 880円 2,202円 66,605円

第２段階 390円 880円 2,292円 69,395円

第３段階① 650円 1,370円 3,042円 92,645円

第３段階② 1,360円 1,370円 3,752円 114,655円

第４段階 1,645円 2,066円 4,733円 145,066円

第１段階 300円 880円 2,289円 69,256円

第２段階 390円 880円 2,379円 72,046円

第３段階① 650円 1,370円 3,129円 95,296円

第３段階② 1,360円 1,370円 3,839円 117,306円

第４段階 1,645円 2,066円 4,820円 147,717円

第１段階 300円 880円 2,368円 71,765円

第２段階 390円 880円 2,458円 74,555円

第３段階① 650円 1,370円 3,208円 97,805円

第３段階② 1,360円 1,370円 3,918円 119,815円

第４段階 1,645円 2,066円 4,899円 150,226円

第１段階 300円 880円 2,447円 74,203円

第２段階 390円 880円 2,537円 76,993円

第３段階① 650円 1,370円 3,287円 100,243円

第３段階② 1,360円 1,370円 3,997円 122,253円

第４段階 1,645円 2,066円 4,978円 152,664円

◇食費・居住費の負担額については、以下の基準で減額の制度があります。

区分

第４段階 住民税　課税

第２段階 住民税　非課税

第３段
階
①

住民税　非課税

一般世帯（住民税課税世帯）

1,267円

課税区分（世帯全員）

第１段階 住民税　非課税

第３段
階
②

住民税　非課税

要介護
５

955円 46円 6円 5円 11円 154円27円 50円

生活保護を受けている方
老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の方

対象者

預貯金等が単身で1,000万円、
夫婦で2,000万円以下

世帯の全員（世帯を分離している配偶者を含む）が住民税
非課税で課税年金収入と合計所得金額と非課税年金収入額
の合計が80万円以下等

世帯の全員（世帯を分離している配偶者を含む）が住民税
非課税で課税年金収入と合計所得金額と非課税年金収入額
の合計が80万円超120万以下

世帯の全員（世帯を分離している配偶者を含む）が住民税
非課税で課税年金収入と合計所得金額と非課税年金収入額
の合計が120万円超

預貯金等が単身で650万円、
夫婦で1,650万円以下

預貯金等が単身で550万円、
夫婦で1,550万円以下

預貯金等が単身で500万円、
夫婦で1,500万円以下

1,109円

要介護
４

886円 46円 6円 5円 11円 144円 1,188円

要介護
３

815円 46円 6円 5円 11円 136円27円

27円

50円

50円

13円

13円

46円 6円 5円 11円 124円 1,022円

要介護
１

670円 46円 6円 5円 11円 114円27円

27円

50円

50円

13円

13円

13円

特別養護老人ホーム けやき荘　利用料金のめやす（1割負担）　令和8年4月～

介護度
利用者

負担段階
介護保険
1割負担

加算（1日）

1割負担
加算合計

①

食費
（1日）

②

居住費
（1日）

③

合計

①+②+③
1日

31日
夜勤職員
配置加算

Ⅱｲ

科学的介
護推進体
制加算Ⅱ

日常生活
継続支援
加算Ⅱ

看護体制
加算
Ⅰｲ

精神科医
師定期的
療養指導

加算

栄養マネ
ジメント
強化加算

介護職員
等処遇改
善加算Ⅰ

看護体制
加算
Ⅱｲ

942円

要介護
２

740円


